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▼
定
期
講
習
の
受
講
義
務
づ
け 

法
施
行
（
本
年
十
一 

月
二
十
八 
日
）

時
点
で
建
築
士
事
務
所
に
所
属
す
る
建

築
士
は
、
三
年
ご
と
に
定
期
講
習
を
受
講

す

る
こ
と

が
必
要

に
な
り

ま
す

。

 

▼
講
習
機
関
の
登
録
制
度
の
創
設 

定
期
講
習
、
構
造
／
設
備
設
計
一
級
建

築
士
講
習
等
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録

を
受
け
た
機
関
が
行
い
ま
す
。 

 

 

▼
学
歴
要
件
の
見
直
し 

建
築
士
試
験
の
受
験
資
格
に
つ
い
て
、

「
所
定
の
学
科
卒
業
」
と
い
う
従
来
の
要

件
か
ら
「
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建

築
に
関
す
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
」
と
い

う
要
件
に
変
更
さ
れ
ま
す
。 

 
 

 ▼
実
務
経
験
要
件
の
見
直
し 

建
築
士
試
験
の
受
験
資
格
で
あ
る
実

務
経
験
要
件
に
つ
い
て
、
「
建
築
に
関
す

る
実
務
経
験
」
と
い
う
従
来
の
幅
広
い
要

件
か
ら
、
「
設
計
・
工
事
監
理
、
建
築
確

認
、
一
定
の
施
工
管
理
」
等
の
、
設
計
・

工
事
監
理
に
資
す
る
実
務
に
限
定
さ
れ

ま
す
。 
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・
こ
の
見
直
し
は
、
法
施
行
後
に
行
わ
れ
る 

実
務
経
験
に
関
し
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
法
施
行
時
ま
で
の
実

務
経
験
は
法
施
行
後
も
実
務
経
験
期
間

と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
、
法
施
行
後
の
実

務
経
験
期
間
と
合
算
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。 

・
大
学
院
に
お
け
る
教
育
に
つ
い
て
は
、
建 

科
に
在
学
中
の
方
に
つ
い
て
は
、
経
過
措

置
と
し
て
、
従
来
の
学
歴
要
件
が
適
用
さ

れ
ま
す
。 

・
現
在
、
受
験
資
格
を
有
す
る
大
学
・
短
大
・ 

高
専
等
の
教
育
機
関
に
対
し
て
、
指
定
試

験
機
関
で
あ
る
（
財
）
建
築
技
術
教
育
普

及
セ
ン
タ
ー
か
ら
別
途
詳
細
を
お
知
ら

せ
し
て
い
ま
す
。 

 

・
こ
の
見
直
し
は
、
平
成
二
十
一
年
度
入
学

生
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

法
施
行
時
に
す
で
に
所
定
の
学
科
を
卒

業
し
て
い
る
方
、
法
施
行
時
に
所
定
の
学 

・
定
期
講
習
は
、
一
日
間
（
六
時
間
程
度
）

五
時
間
の
講
義
の
後
、
一
時
間
程
度
の
○

×

式
の
考
査
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録

を
受
け
た
機
関
が
行
い
ま
す
。 

 

・
法
令
に
定
め
る
一
定
の
条
件
を
満
た
せ

ば
、
講
習
機
関
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が

可
能
で
す
。 

・
改
正
建
築
士
法
の
施
行
に
先
立
ち
、
本 

 
 

年
五
月
二
十
八
日
以
降
、
準
備
行
為
と
し

て
、
登
録
講
習
機
関
の
登
録
申
請
等
が
行

え
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。 
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・
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日
以
降
に 

構
造
設
計
／
設
備
設
計
が
な
さ
れ
た
建

築
物
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。 

・
構
造
設
計
一
級
建
築
士
／
設
備
設
計
一 

級
建
築
士
が
関
与
し
て
い
な
い
場
合
、

建
築
確
認
申
請
書
は
受
理
さ
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
工
事
着
工
も
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 

 
 ▼

専
門
能
力
を
有
す
る
技
術
者
の 

受
験
資
格
の
見
直
し 

四
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
建

築
設
備
士
に
、
一
級
建
築
士
試
験
の
受
験

資
格
が
付
与
さ
れ
ま
す
。 

 

 ▼
一
級
建
築
士
試
験
の
見
直
し 

学
科
試
験
に
関
し
、
現
行
の
学
科Ⅰ

（
計
画
）
に
つ
い
て
、
「
計
画
」
と
「
環

境
・
設
備
」
の
ふ
た
つ
の
科
目
に
分
離
し
、

合
計
五
科
目
と
し
ま
す
。
具
体
的
な
科
目

及
び
科
目
ご
と
の
設
問
数
は
、
①
計
画
：

二
十
問
、
②
環
境
・
設
備
：
二
十
問
、
③

法
規
：
三
十
問
、
④
構
造
：
三
十
問
、
⑤ 

施
工
：
二
十
五
問
と
し
、
五
枝
択
一
方
式

を
四
枝
択
一
方
式
に
変
更
し
ま
す
。 

設
計
製
図
試
験
に
関
し
、
現
行
の
設
計

課
題
に
加
え
、
記
述
・
図
的
表
現
な
ど
の

手
段
に
よ
り
、
構
造
設
計
や
設
備
設
計
の

基
本
的
な
能
力
を
確
認
す
る
出
題
を
行

い
ま
す
。 

  
╛
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 ▼
構
造
設
計
一
級
建
築
士
／ 

設
備
設
計
一
級
建
築
士
制
度
の
創
設 

一
級
建
築
士
と
し
て
五
年
以
上
構
造

設
計
／
設
備
設
計
に
従
事
し
た
後
、
講
習

（
構
造
設
計
／
設
備
設
計
や
法
適
合
確

認
に
関
す
る
講
義
・
修
了
考
査
）
を
終
了

し
た
者
を
構
造
設
計
一
級
建
築
士
、
設
備

設
計
一
級
建
築
士
と
し
ま
す
。 

 

※
建
築
設
備
士
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て 

◎
設
備
設
計
一
級
建
築
士
制
度
の
創
設

に
よ
り
、
建
築
士
法
上
の
建
築
設
備
士
の

位
置
づ
け
が
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
、
建
築
設
計
の
専
門
分
化

が
進
む
な
か
、
建
築
設
備
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
と
し
て
の
建
築
設
備
士
の
積
極
的

活
用
が
必
要
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

◎
改
正
建
築
士
法
の
施
行
に
あ
た
っ
て

は
、
設
備
設
計
一
級
建
築
士
制
度
や
建
築

設
備
士
の
活
用
に
つ
い
て
の
誤
解
が
生

じ
な
い
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
や
関
係
団

体
に
対
し
、
改
正
内
容
の
周
知
徹
底
を
図

る
予
定
で
す
。 

 ▼
一
定
の
建
築
物
に
つ
い
て 

法
適
合
チ
ェ
ッ
ク
の
義
務
づ
け 

高
度
な
専
門
能
力
を
必
要
と
す
る
一

定
の
建
築
物
の
構
造
設
計
／
設
備
設
計

に
関
し
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士
／
設
備

設
計
一
級
建
築
士
の
関
与
（
自
ら
設
計
す

る
、
ま
た
は
法
適
合
確
認
を
行
う
）
を
義

務
づ
け
ま
す
。 

・
こ
の
見
直
し
は
平
成
二
十
年
試
験
か
ら 

適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

築
設
計
「
意
匠
設
計
、
構
造
設
計
、
建

築
設
計
「
意
匠
設
計
、
構
造
設
計
、
設

備
設
計
等
）
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ

ッ
プ
を
必
須
要
件
と
し
て
、
こ
れ
と
連

携
し
た
演
習
・
実
習
等
の
単
位
取
得
状

況
に
応
じ
て
実
務
経
験
年
数
と
し
て
算

定
す
る
こ
と
に
な
る
予
定
で
す
。 

・
平
成
二
十
一
年
に
試
験
か
ら
見
直
し
を 

行
い
ま
す
。 

・
学
科
試
験
、
設
計
製
図
試
験
の
試
験
時
間

は
、
い
ず
れ
も
一
時
間
程
度
延
長
さ
れ
ま

す
。 

・
こ
れ
か
ら
の
見
直
し
に
伴
い
、
受
験
手
数

料
が
見
直
さ
れ
ま
す
。 

（
一
五
＊
一
〇
〇
円
→
一
九
＊
七
〇
〇
円
） 

 

・
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日
以
降 

に
設
計
さ
れ
る
、
高
度
な
専
門
能
力
を

必
要
と
す
る
一
定
の
建
築
物
の
構
造

設
計
／
設
備
設
計
に
つ
い
て
は
、
構
造

設
計
一
級
建
築
士
／
設
備
設
計
一
級

建
築
士
の
関
与
（
設
計
ま
た
は
法
適
合

確
認
）
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。 

・
構
造
設
計
一
級
建
築
士
講
習
は
三
日

間
、
設
備
設
計
一
級
建
築
士
講
習
は
四

日
間
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
講
習

の
最
終
日
に
、
一
日
間
の
修
了
考
査
が

実
施
さ
れ
ま
す
。 

・
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
や
建
築 

設
備
士
等
に
関
し
、
講
習
の
一
部
免
除

等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。 

・
法
施
行
前
に
実
施
さ
れ
る
「
み
な
し
講 

習
制
度
」
を
活
用
し
、（
財
）
建
築
技

術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
が
本
年
六
月

よ
り
、
全
国
八
都
市
で
講
習
会
を
開
催

す
る
予
定
で
す
。 
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・
な
お
、
法
施
行
時
点
で
す
で
に
建
築
士 

事
務
所
の
管
理
建
築
士
と
し
て
登
録
さ

れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
法
施
行
後

三
年
間
は
上
記
規
定
の
適
用
が
あ
り
ま

せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
期
間
内
に

実
務
経
験
の
要
件
を
満
た
し
、
管
理
建

築
士
講
習
を
受
講
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

 

※
高
度
な
専
門
能
力
を
必
要
と
す
る 

一
定
の
建
築
物
に
つ
い
て 

《
構
造
設
計
の
場
合
》 

高
度
な
構
造
計
算
（
保
有
水
平
耐
力
計

算
、
限
界
耐
力
計
算
等
）
が
義
務
づ
け
ら

れ
る
建
築
物
（
建
築
基
準
法
第
二
十
条
第

一
号
、
第
二
号
に
該
当
す
る
建
築
物
）
：

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
高
さ
二
十
ｍ
超
、

鉄
骨
造
四
階
建
て
以
上
、
木
造
高
さ
十
三

ｍ
超
ま
た
は
軒
高
九
ｍ
超
等 

《
設
備
設
計
の
場
合
》 

三
階
建
て
以
上
、
か
つ
、
床
面
積
五
＊

〇
〇
〇
㎡
超
の
建
築
物 

 【
高
度
な
専
門
能
力
を
必
要
と
す
る
一

定
の
建
築
物
に
お
け
る
法
適
合
チ
ェ
ッ

ク
の
手
順
】 

①
建
築
主
は
建
築
士
事
務
所
に
設
計

を
依
頼 

②
建
築
士
事
務
所
は
、
構
造
／
設
備
設

計
一
級
建
築
士
に
法
適
合
確
認
を
依

頼 ③
構
造
／
設
備
設
計
一
級
建
築
士
は

規
定
の
適
合
チ
ェ
ッ
ク
が
さ
れ
た
設

計
図
書
を
建
築
士
事
務
所
に
納
付 

④
建
築
士
事
務
所
は
設
計
図
書
一
式

を
建
築
主
に
納
付 

⑤
建
築
主
は
建
築
主
事
な
ど
に
建
築

確
認
申
請 

⑥
建
築
主
事
な
ど
は
建
築
主
に
対
し

確
認
済
み
証
の
交
付 

※
建
築
士
事
務
所
が
構
造
／
設
備
設
計

一
級
建
築
士
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

法
適
合
チ
ェ
ッ
ク
は
自
ら
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。 
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▼
管
理
建
築
士
の
要
件
強
化 

建
築
士
事
務
所
の
管
理
建
築
士
に
な

る
た
め
に
は
、
建
築
士
と
し
て
三
年
間
の

実
務
経
験
を
積
ん
だ
後
、
管
理
建
築
士
講

習
の
受
講
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 

▼
管
理
建
築
士
等
に
よ
る 

重
要
事
項
説
明
の
義
務
づ
け 

管
理
建
築
士
等
の
建
築
士
に
対
し
、
設

計
・
工
事
監
理
契
約
の
締
結
時
に
、
建
築

主
に
対
し
重
要
事
項
（
作
成
す
る
設
計
図

書
の
種
類
、
工
事
監
理
に
際
し
て
工
事
と

設
計
図
書
と
の
照
合
方
法
等
）
に
つ
い
て

書
面
を
交
付
し
て
説
明
を
行
う
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。 

 ▼
建
築
物
を
設
計
等
の 

一
括
再
委
託
の
全
面
禁
止 

三
階
建
て
以
上
、
か
つ
、
一
＊
〇
〇
〇

㎡
以
上
の
共
同
住
宅
に
つ
い
て
、
委
託
者

が
許
諾
し
て
も
、
設
計
・
工
事
監
理
の
一

括
再
委
託
（
い
わ
ゆ
る
丸
投
げ
）
が
禁
止

さ
れ
ま
す
。 

 ▼
名
簿
の
閲
覧
、
携
帯
用
免
許
証
の
交
付 

建
築
士
名
簿
の
閲
覧
を
行
い
ま
す
。 

一
級
建
築
士
免
許
証
を
携
帯
可
能
な

も
の
に
変
更
し
ま
す
。 

建
築
士
・
建
築
士
事
務
所
な
ど
の
登

録
・
閲
覧
事
務
の
実
施
に
あ
た
り
、
指
定

登
録
法
人
制
度
を
創
設
し
ま
す
。 

   

   

 

⁴

῟

  

▼
建
築
士
事
務
所
協
会
、 

建
築
士
事
務
所
協
会
連
合
会
の
法
定
化 

都
道
府
県
の
建
築
士
事
務
所
協
会
、
日

本
建
築
士
事
務
所
協
会
連
合
会
を
法
律

に
明
文
化
し
て
位
置
づ
け
ま
す
。 

 

 
登 録 実 施 者 

現行 改正後 

一級建築士 国土交通大臣 中央指定登録機関 

二級建築士 

木造建築士 
都道府県知事 都道府県指定登録機関 

一級建築士事務所 

二級建築士事務所 

木造建築士事務所 

都道府県知事 指定事務所登録機関 

※新しい登録制度※ 
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▼
業
務
報
酬
基
準
の
見
直
し 

設
計
・
工
事
監
理
等
に
お
け
る
標
準
的

な
業
務
量
を
定
め
た
業
務
報
酬
基
準
（
告

示
一
二
〇
六
号
）
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。 

 ▼
工
事
監
理
業
務
の
充
実 

工
事
監
理
業
務
に
関
し
、
具
体
的
な
照

合
方
法
の
詳
細
等
に
つ
い
て
定
め
た
マ

ニ
ュ
ア
ル
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
を
策
定
し

ま
す
。 

 

<

↕
╣
√

⌂

> 

(一)

建
築
士
が
構
造
計
算
に
よ
っ
て
建
築

物
の
安
全
性
を
確
か
め
た
旨
の
証
明
書

の
交
付
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

建
築
士
は
、
構
造
計
算
に
よ
っ
て
建
築

物
の
安
全
性
を
確
か
め
た
場
合
に
は
、
そ

の
旨
の
証
明
書
を
設
計
の
委
託
者
に
交

付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
（
法
第
二

十
条
第
二
項
）
構
造
計
算
に
よ
っ
て
建
築

物
の
安
全
性
を
確
か
め
ず
に
、
そ
の
旨
の

証
明
書
を
交
付
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の

懲
役
ま
た
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
さ
れ
ま
す
。
（
法
第
三
十
五
条
第
五

号
） 

 (二)

事
業
年
度
ご
と
の
業
務
実
績
等
の
報

告
が
義
務
付
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
書
類
が

一
般
に
閲
覧
さ
れ
ま
す
。 

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
事
業
年

度
ご
と
に
建
築
士
事
務
所
の
業
務
実
績
、

所
属
建
築
士
の
氏
名
・
業
務
実
績
等
を
記

載
し
た
業
務
報
告
書
を
、
毎
事
業
年
度
経

過
後
三
ヶ
月
以
内
に
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
（
施
行

日
以
降
に
始
ま
る
事
業
年
度
か
ら
報
告

の
対
象
と
な
り
ま
す
）
（
法
第
二
十
三
条

の
六
） 

こ
の
報
告
書
は
、
現
行
の
登
録
簿
に
加

え
て
、
都
道
府
県
に
お
け
る
建
築
士
事
務

所
に
関
す
る
閲
覧
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

（
法
第
二
十
三
条
の
九
）
ま
た
建
築
士
事

務
所
に
お
け
る
閲
覧
事
項
も
拡
充
さ
れ
、

所
属
建
築
士
の
業
務
実
績
等
の
内
容
を

記
載
し
た
書
類
が
閲
覧
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
（
法
第
二
十
四
条
の
五
、
閲
覧
書

類
） 

 (三)
設
計
・
工
事
監
理
の
下
請
け
契
約
締
結

時
に
書
面
の
交
付
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

し
た
。 

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
設
計
ま

た
は
工
事
監
理
の
受
託
契
約
を
締
結
し

た
と
き
の
書
面
の
交
付
義
務
に
つ
い
て
、

書
面
を
交
付
す
る
相
手
方
の
範
囲
を
拡

大
し
、
建
築
主
だ
け
で
は
な
く
、
全
て
の

委
託
者
が
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
（
法
第

二
十
四
条
の
六
） 

 (四)

図
書
の
保
存
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
し

た
。 建

築
士
事
務
所
の
業
務
に
関
す
る
帳

簿
及
び
図
書
の
保
存
期
間
が
、
五
年
間
か

ら
十
五
年
間
に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
（
法

第
二
十
四
条
の
三
、
省
令
第
二
十
一
条
） 

改
正
法
施
行
日
前
五
年
以
内
に
作
成

さ
れ
た
帳
簿
及
び
図
書
に
つ
い
て
も
、
同

様
に
十
五
年
間
の
保
存
義
務
が
あ
り
ま

す
。 

 (五)

処
分
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
及
び

建
築
士
事
務
所
の
名
称
等
が
公
表
さ
れ

ま
す
。 

国
土
交
通
大
臣
ま
た
は
都
道
府
県
知

事
は
、
建
築
士
に
対
し
免
許
の
取
消
し
等

の
懲
戒
処
分
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
建
築

士
の
氏
名
等
の
内
容
を
官
報
及
び
公
報

に
よ
り
公
告
し
ま
す
。
（
法
第
十
条
第
五

項
、
省
令
第
六
条
の
三
） 

ま
た
都
道
府
県
知
事
は
、
建
築
士
事
務

所
の
開
設
者
に
対
し
登
録
の
取
消
し
等

の
監
督
処
分
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
建
築

士
事
務
所
の
名
称
等
の
内
容
を
公
報
に

よ
り
公
告
し
ま
す
。
（
法
第
二
十
六
条
第

四
項
、
省
令
第
二
十
二
条
の
六
） 

 (六)

建
築
士
に
よ
る
名
義
貸
し
等
の
禁
止

が
法
定
化
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
違
反
者
に
対

す
る
処
分
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。 

①
建
築
士
が
、
無
資
格
で
設
計
ま
た
は

工
事
監
理
を
行
っ
て
い
る
者
等
に
対

し
、
自
己
の
名
義
を
利
用
さ
せ
る
こ
と

（
法
第
二
十
一
条
の
二
） 

②
建
築
士
が
、
違
反
建
築
物
の
建
築
等

の
法
令
違
反
行
為
に
つ
い
て
指
示
、
相

談
等
の
行
為
を
す
る
こ
と
（
法
第
二
十

一
条
の
三
） 

③
建
築
士
が
、
建
築
士
の
信
用
ま
た
は

品
位
を
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
す
る

こ
と
（
法
第
二
十
一
条
の
四
） 

以
上
①
～
③
の
行
為
の
禁
止
が
法
定

化
さ
れ
、
①
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
は
、

一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
〇
〇
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
ま
す
。
（
法
第
三

十
五
条
第
六
号
） 

・
ま
た
、
建
築
基
準
法
の
中
間
検
査
・
完 

了
検
査
の
際
に
提
出
さ
れ
る
工
事
監
理
の

状
況
報
告
書
の
記
載
を
充
実
さ
せ
ま
す
。 

。 
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(七)

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
に
よ
る
名

義
貸
し
を
禁
止
し
ま
す
。 

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
自
己
の

名
義
を
も
っ
て
、
他
人
に
建
築
士
事
務
所

の
業
務
を
営
ま
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

（
法
第
二
十
四
条
の
二
） 

こ
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以

下
の
懲
役
ま
た
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
さ
れ
ま
す
。
（
法
第
三
十
五
条

第
十
号
） 

 (八)
建
築
士
の
免
許
取
消
し
後
、
免
許
を
与

え
な
い
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
し
た
。 

建
築
士
免
許
の
取
消
し
を
理
由
と
し

て
、
再
び
免
許
を
与
え
な
い
期
間
が
二
年

間
か
ら
五
年
間
に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

（
法
第
七
条
） 

 (九)
建
築
士
事
務
所
の
登
録
取
消
し
後
、
登

録
を
受
け
付
け
な
い
期
間
が
延
長
さ
れ

ま
し
た
。 

建
築
士
事
務
所
の
登
録
取
消
し
を
理

由
と
し
て
、
再
登
録
を
受
け
付
け
な
い
期

間
が
二
年
間
か
ら
五
年
間
に
延
長
さ
れ

ま
し
た
。
（
法
第
二
十
三

条
の
四
） 
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冬
に
な
る
と
窓
ガ
ラ
ス
の
室
内
側
に

水
滴
が
付
い
て
床
を
濡
ら
す
こ
と
が
多

く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
空
気
中
の
水
蒸
気

が
ガ
ラ
ス
の
表
面
で
冷
や
さ
れ
凝
結
す

る
た
め
で
す
。
こ
れ
と
同
じ
現
象
で
、
便

器
の
中
の
水
に
よ
り
冷
や
さ
れ
て
表
面

に
結
露
現
象
が
起
り
ま
す
。 

湿
度
が
高
い
ほ
ど
ま
た
水
温
と
室
内

の
温
度
差
が
大
き
い
ほ
ど
起
こ
り
や
す

く
、
洗
浄
水
に
地
下
水
や
井
戸
水
を
使
っ

て
い
る
場
合
や
、
上
水
を
使
っ
て
い
て
も
、

窓
の
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合
に
は
結

露
の
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

陶
器
の
表
面
に
つ
い
て
い
る
だ
け
な

ら
、
ま
だ
し
も
、
濡
れ
落
ち
て
床
ま
で
濡

ら
し
て
は
な
は
だ
し
い
場
合
に
は
、
カ
ビ

が
発
生
し
、
床
を
腐
ら
せ
ま
す
。 

結
露
防
止
方
法
と
し
て
、
ト
イ
レ
の
換

気
を
良
く
す
る
こ
と
で
防
げ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
が
、
水
温
の
低
い
井
戸
水
や
地

下
水
を
使
う
と
き
に
は
、
便
器
の
水
が
溜

っ
て
い
る
部
分
（
ト
ラ
ッ
プ
部
分
）
が
外

気
と
直
接
接
触
し
な
い
よ
う
に
し
ま
す
、

断
熱
の
た
め
の
空
気
層
を
作
る
内
部
仕

切
り
を
設
け
た
防
露
型
便
器
と
、
側
面
と

底
部
を
二
重
壁
に
し
て
間
に
断
熱
材
を

入
れ
て
結
露
を
防
止
す
る
防
露
タ
ン
ク

を
使
う
こ
と
に
よ
り
、
衛
生
陶
器
か
ら
の

結
露
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。 
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水
栓
や
シ
ャ
ワ
ー
金
具
な
ど
の
代
表

的
な
表
面
仕
上
げ
の
方
法
は
、
ニ
ッ
ケ
ル

ク
ロ
ム
メ
ッ
キ
で
、
見
た
め
の
良
さ
だ
け

で
な
く
、
耐
久
性
・
耐
摩
耗
性
に
優
れ
て

い
る
た
め
実
用
的
で
も
あ
り
、
非
常
に
多

く
の
器
具
の
仕
上
げ
と
し
て
採
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
表
面
の
輝
き
を
消
し

て
落
ち
着
つ
い
た
感
じ
に
す
る
場
合
は
、

艶
消
し
に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

豪
華
さ
を
強
調
し
た
い
場
合
に
は
、
金

の
メ
ッ
キ
に
よ
り
可
能
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
表
面
が
柔
ら
か
く
傷
つ
き
や
す
い

た
め
、
丁
寧
に
扱
う
必
要
が
あ
り
、
耐
久

性
に
は
、
問
題
が
あ
り
ま
す
。 

窒
化
チ
タ
ン
を
加
え
た
金
メ
ッ
キ
仕

上
げ
は
、
見
た
目
は
、
金
メ
ッ
キ
と
同
じ

で
耐
久
性
と
耐
摩
耗
性
が
ニ
ッ
ケ
ル
ク

ロ
ム
並
に
な
り
ま
す
。 

茶
室
な
ど
に
取
り
付
け
る
水
栓
は
、
落

着
き
・
渋
さ
、
を
強
調
す
る
仕
上
げ
に
は
、

銅
メ
ッ
キ
仕
上
げ
が
あ
り
ま
す
。
は
じ
め

は
光
沢
の
赤
褐
色
を
し
て
い
ま
す
が
、
時

間
が
た
つ
と
落
ち
着
い
た
褐
色
に
変
化

し
て
い
き
ま
す
、
た
だ
し
金
メ
ッ
キ
と
同

様
に
、
表
面
が
柔
ら
か
い
と
い
う
弱
点
が

あ
り
ま
す
。 

金
メ
ッ
キ
以
外
で
は
、
樹
脂
被
覆
仕
上

げ
が
あ
り
ま
す
。
特
徴
は
、
白
や
赤
、
黄

色
、
ピ
ン
ク
な
ど
カ
ラ
ー
の
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
が
多
い
こ
と
と
、
金
属
の
冷
た
く
硬

い
手
触
り
に
対
し
て
、
温
か
く
柔
ら
か
い

手
触
り
に
仕
上
が
る
こ
と
で
す
。 
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私
た
ち
の
身
近
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形

や
機
能
を
も
っ
た
水
栓
が
あ
り
ま
す
。 

水
栓
の
基
本
的
な
区
分
は
、
壁
に
取
り

付
け
る
横
水
栓
と
、
洗
面
器
・
流
し
な
ど

の
台
に
取
り
付
け
る
立
て
水
栓
の
、
二
種

類
で
、
こ
の
ふ
た
つ
の
中
か
ら
形
の
違
い

や
機
能
別
に
、
い
ろ
い
ろ
な
水
栓
が
作
ら

れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
水
道
直
結
給
水
管
に
接
続
す
る

水
栓
類
は
、
水
道
水
の
安
全
性
を
確
保
す
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る
た
め
水
道
法
に
よ
っ
て
構
造
材
質
に

つ
い
て
耐
圧
、
浸
出
、
逆
流
防
止
、
負
圧

破
壊
耐
久
性
、
耐
寒
性
に
つ
い
て
の
規
準

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
定
め
ら
れ
た
性
能

基
準
に
、
適
合
し
た
製
品
し
か
使
え
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
制
度
を
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
認
証
制
度
と
い

い
、
認
証
機
関
が
Ｉ
Ｓ
Ｏ
に
基
づ
い
て
検

査
を
行
い
、
合
格
し
た
製
品
に
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ

の
認
証
マ
ー
ク
を
張
り
付
け
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
戸
建
住
宅
な

ど
の
水
道
直
結
給
水
で
使
う
水
栓
に
は

認
証
マ
ー
ク
が
付
い
た
製
品
が
使
わ
れ

て
い
る
は
ず
で
す
。
た
だ
し
、
マ
ン
シ
ョ

ン
な
ど
受
水
槽
か
ら
給
水
し
て
い
る
建

物
で
は
、
水
道
引
き
込
部
分
以
外
に
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。 

 ■

⌐
≈
™
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○
シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー
水
栓 

洗
面
器
や
台
所
流
し
の
水
栓
の
主
流

に
、
な
っ
て
い
る
の
が
、
シ
ン
グ
ル
レ
バ

ー
水
栓
で
す
。
ひ
と
つ
の
レ
バ
ー
を
上
下

左
右
に
操
作
し
て
吐
水
の
開
閉
・
水
量
の

調
整
が
で
き
る
の
で
使
い
勝
手
が
よ
く
、

特
に
握
力
の
弱
い
幼
児
や
、
お
年
寄
り
に

は
使
い
易
く
、
手
に
物
を
持
っ
て
い
て
も

操
作
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま

す
。
た
だ
し
、
レ
バ
ー
を
押
し
下
げ
て
閉

止
す
る
、
た
め
（
上
げ
て
閉
止
す
る
物
も

あ
る)

、
急
閉
止
し
易
く
、
給
水
圧
力
が
大

き
い
と
ウ
オ
ー
タ
ー
ハ
ン
マ
ー
が
発
生

す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
水
洗
を
閉
め
る

と
き
は
で
き
る
だ
け
、
ゆ
っ
く
り
と
静
か

に
操
作
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 ○
自
動
水
栓 

水
栓
の
近
く
に
設
置
し
た
光
電
セ
ン

サ
で
手
を
感
知
す
る
と
吐
水
し
、
手
を
引

っ
こ
め
る
と
、
自
動
的
に
閉
止
す
る
水
栓

で
不
特
定
多
数
の
人
が
使
う
ト
イ
レ
の

洗
面
器
に
多
く
つ
か
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
給
水
管
に
取
り
付
け
た
電

磁
弁
を
操
作
す
る
た
め
に
電
源
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
普
通
の
水
洗
に
比
べ
て
年

間
の
使
用
水
量
が
三
十
三
％
節
水
で
き

た
と
の
調
査
結
果
が
あ
り
ま
す
。 

 ○
自
閉
水
栓 

自
閉
水
栓
と
は
、
一
定
時
間
吐
水
す
る

と
自
動
的
に
水
が
止
ま
る
水
栓
で
、
浴
場

な
ど
の
洗
い
場
用
水
栓
と
し
て
多
く
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
水
を
流
し
続
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
節
水
効
果
が
あ
り
ま

す
。 

 

○
ツ
ー
ハ
ン
ド
ル
混
合
水
栓 

混
合
栓
の
最
も
簡
単
な
タ
イ
プ
は
、
２

（
ツ
ー
）
ハ
ン
ド
ル
混
合
水
栓
で
す
。
ふ

た
つ
の
ハ
ン
ド
ル
の
開
き
具
合
を
手
加

減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
水
と
湯
の
量
を

調
節
し
、
適
温
の
湯
に
す
る
た
め
に
は
、

連
続
し
て
水
や
湯
を
出
す
た
め
、
水
や
湯

の
無
駄
が
多
く
な
り
ま
す
。
節
水
と
い
う

観
点
か
ら
は
、
好
ま
し
く
な
い
器
具
と
い

え
ま
す
。
ま
た
、
湯
の
温
度
が
高
い
場
合

火
傷
を
す
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。 

 ○
サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト
付
き
水
栓 

自
動
的
に
温
度
の
調
節
が
で
き
る
サ

ー
モ
ス
タ
ッ
ト
を
組
み
込
ん
で
、
設
定
し

た
温
度
の
湯
を
吐
水
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
温
度
調
節
用
の
ハ
ン
ド
ル
と
吐
水

用
の
ハ
ン
ド
ル
が
、
別
個
に
あ
る
物
と
、

温
度
調
設
と
水
栓
の
開
閉
・
水
量
調
整
を

ひ
と
つ
の
レ
バ
ー
で
行
う
シ
ン
グ
ル
レ

バ
ー
タ
イ
プ
の
物
が
あ
り
ま
す
。 

 ○
散
水
栓
・
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
水
栓
・
ホ
ー

ム
水
栓 

散
水
、
洗
車
、
掃
除
な
ど
に
使
う
場
合
、

そ
の
場
所
ま
で
ホ
ー
ス
を
つ
け
て
引
い

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
、
そ
の
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
水
栓
を
使
用
し
ま
す
。
特

に
散
水
栓
は
、
給
水
の
逆
流
を
防
ぐ
、
必

要
が
あ
る
の
と
、
吐
水
口
空
間
の
確
保
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
吐
水
口
空
間
の
取
れ

な
い
場
合
は
、
衛
生
上
非
常
に
危
険
な
使

い
方
と
い
え
ま
す
。 
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何
度
も
ふ
れ
る
が
、
建
物
を
建
築
し
よ

う
と
す
る
と
き
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ

の
建
築
が
建
築
基
準
法
令
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
建
築
主
事

（
建
築
基
準
法
第
六
条
）
ま
た
は
指
定
確

認
検
査
機
関
（
法
第
六
条
の
二
）
か
ら
受

け
る
。 

こ
れ
が
確
認
申
請
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
だ
。
法
令
に
適
合
し
て
い
れ
ば
、
確
認

済
証
（
確
認
通
知
書
）
が
交
付
さ
れ
る
。

こ
れ
が
建
築
の
出
発
点
と
な
る
。 

そ
の
後
、
建
物
が
完
成
す
れ
ば
、
建
築
主

建
築
Ｇ
メ
ン
が
暴
く 

欠
陥
住
宅
５９
の
手
口 
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●会員の種類 ●年会費 

社員    24,000 円 

消費者社員  12,000 円 

会員(個人)    6,000 円 

会員(団体)   48,000 円 

   

※ご入会の際は入会申込書が必要 

です。事務局までご連絡ください。 

は
四
日
以
内
に
完
了
検
査
の
申
請
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第
七
条
）
。
こ

の
ほ
か
、
一
般
に
中
間
検
査
と
呼
ば
れ
る

検
査
が
行
わ
れ
る
。 

だ
が
、
欠
陥
建
築
と
取
り
組
む
私
た
ち
は
、

建
物
の

※

表
示
登
記
や

※

所
有
権
保
存
登

記
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
、
検
査
済
証
が

な
い
建
物
に
し
ば
し
ば
出
く
わ
す
。 

建
築
基
準
法
に
適
合
し
な
い
建
築
物
が
、

な
ぜ
登
記
で
き
る
の
か
。 

そ
れ
は
、
検
査
済
証
が
な
く
て
も
、
建
物

の
表
示
登
記
・
所
有
権
保
存
登
記
を
法
務

省
が
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

建
物
を
新
築
し
た
と
き
、
所
有
者
は
一
カ

月
以
内
に
建
物
表
示
登
記
を
申
請
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
不
動
産
登
記
法
九
三

条
一
項
）
。 

こ
の
申
請
に
は
、
所
有
権
を
証
明
す
る
書

類
が
必
要
だ
（
同
条
二
項
）
。
そ
の
書
類

と
し
て
は
、 

①
確
認
通
知
書 

②
検
査
済
証 

③
工
事
完
了
引
渡
証
明
書 

④
工
事
代
金
領
収
書 

 

⑤
固
定
資
産
評
価
証
明
書 

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
①
～
⑤
の
い

く
つ
か
に
よ
っ
て
証
明
扱
い
と
さ
れ
る

と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。 

検
査
済
証
は
必
須
書
類
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。 
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常
任
理
事 

石
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善
正  

集
ま
れ
、
欠
陥
住
宅
の
被
害
者
！
な
ど

と
、
欠
陥
住
宅
を
こ
こ
ま
で
マ
ス
コ
ミ
が

大
き
く
取
り
上
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
被
害
者
は
後
を
絶
た
な
い
。
欠
陥

住
宅
を
な
く
す
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い

の
だ
ろ
う
か
。 

行
政
は
も
と
よ
り
一
般
消
費
者
に
も
、

欠
陥
住
宅
問
題
の
重
大
さ
、
深
刻
さ
は
十

分
に
浸
透
し
て
き
た
。
だ
が
、
具
体
的
に

は
解
決
の
た
め
の
手
は
、
な
ん
ら
打
た
れ

て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。 

欠
陥
住
宅
を
つ
か
ま
さ
れ
て
表
舞
台

に
現
れ
な
い
ま
ま
、
水
面
下
で
解
決
し
た

も
の
や
、
泣
き
寝
入
り
し
た
も
の
も
相
当

数
あ
る
だ
ろ
う
。 

た
し
か
に
、
欠
陥
住
宅
は
、
簡
単
に
改

善
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。
そ
こ
で
提
案

し
た
い
の
だ
が
、
一
般
消
費
者
に
も
こ
の

ト
ラ
ブ
ル
処
理
に
参
画
を
願
う
こ
と
で

あ
る
。
各
市
町
村
の
相
談
窓
口
、
民
間
団

体
、
そ
し
て
欠
陥
住
宅
で
実
際
に
被
害
を

受
け
た
消
費
者
や
、
一
般
の
消
費
者
が
一

体
と
な
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
処
理
機
関
を
設

置
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

ト
ラ
ブ
ル
処
理
に
は
、
実
際
に
欠
陥
住

宅
問
題
に
遭
遇
し
た
被
害
者
の
貴
重
な

経
験
や
、
一
般
消
費
者
の
ア
ド
バ
イ
ス
が

功
を
奏
す
る
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
は
行
政
や
技
術
者
だ
け
で
は
考
え
の

及
ば
な
い
も
の
だ
。 

 

こ
の
機
関
が
継
続
し
機
能
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
必
ず
欠
陥
住
宅
の
予
防
に
つ

な
が
る
は
ず
で
あ
る
。 

 
こ
れ
ま
で
も
欠
陥
住
宅
を
な
く
す
会

は
存
在
し
た
。
そ
う
し
た
会
で
は
自
分
の

問
題
の
カ
タ
が
つ
く
と
、
会
員
が
会
か
ら

離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
強
か
っ

た
。
今
後
は
、
継
続
性
と
一
貫
性
を
備
え

た
組
織
を
ど
う
す
れ
ば
作
れ
る
か
研
究

し
て
い
き
た
い
。 

 

司
法
改
革
で
は
、
一
般
庶
民
が
裁
判
員

と
し
て
裁
判
に
立
ち
会
う
法
律
も
で
き

た
。
こ
れ
を
機
会
に
、
建
築
紛
争
事
件
の

審
理
機
関
に
も
一
般
庶
民
の
参
加
を
認

め
る
よ
う
、
行
政
に
提
言
し
て
い
こ
う
。 

                      

表
示
登
記
：
ど
こ
に
、
ど
ん
な
物
を
建
て

た
の
か
を
法
務
大
臣
に
申
請
し
て
登
記
す

る
こ
と 

所
有
権
保
存
登
記
：
申
請
し
た
建
物
が
自

分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
証

拠
を
揃
え
て
、
法
務
大
臣
に
申
請
し
、
そ

の
所
有
権
を
登
記
す
る
こ
と 
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事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

Ɵ

₴
8

ǵ 

ҵ

ὕ

 

 ○
相
談
件
数 

 
 
 
 

25
件 

 

相
談
内
容
の
内
訳
（
重
複
回
答
有
り
） 

¶  

施
工
問
題 

 
 

7
件
（
28
％
） 

¶  

内
覧
会 

 
 

 
４
件
（
16
％
） 

¶  

検
査
問
い
合
わ
せ
２
件
（
８
％
） 

¶  

設
計 

 
 
 
 

１
件
（
４
％
） 

¶  

業
者
と
の
紛
争 

１
件
（
４
％
） 

¶  

契
約 

 
 
 
 

１
件
（
４
％
） 

¶  

工
事
監
理 

 
 

１
件
（
４
％
） 

¶  

そ
の
他 

 
 
 

８
件
（
32
％
） 

 

相
談
窓
口
の
情
報
源 

¶  

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

 

15
件
（
60
％
） 

¶  

口
コ
ミ
・
紹
介 

１
件
（
４
％
） 

¶  

消
費
者
セ
ン
タ
ー
１
件
（
４
％
） 

¶  

テ
レ
ビ 

 
 
 

１
件
（
４
％
） 

¶  

業
界
団
体 

 
 

１
件
（
４
％
） 

¶  

そ
の
他 

 
 
 

６
件
（
24
％
） 

 

○
調
査
（
見
積
り
）
依
頼
件
数 

14
件 

¶  

建
物
購
入
前
検
査 

 
 
 

３
件 

¶  

建
物
の
目
視
調
査 

 
 

７
件 

¶  

第
三
者
検
査 

 
  

 
 

２
件 

¶  

工
事
監
理 

 
 
 
 
 

 

１
件 

¶  

裁
判
用
報
告
書
作
成 

 

１
件 

※
件
数
は
事
務
局
で
集
計
可
能
な
も
の
の
み
掲
載  
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【
建
物
診
断
（
床
の
亀
裂
、
雨
漏
り
等
の

不
具
合
に
つ
い
て
の
客
観
的
評
価
）
を
ご

依
頼
い
た
だ
い
た
方
か
ら
の
ご
回
答
】 

暑
い
中
熱
心
に
良
く
調
査
し
て
下
さ

い
ま
し
た
。
目
に
見
え
ぬ
箇
所
の
調
査
が

こ
う
い
っ
た
形
で
出
来
う
る
こ
と
を
全

く
存
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
適
当
な
（
い
い

加
減
な
）
職
人
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
も

思
い
ま
す
。
今
後
も
ご
活
躍
を
期
待
致
し

ま
す
。（
千
葉
県
在
住
の
方
か
ら
） 

 【
建
売
住
宅
購
入
前
の
検
査
を
ご
依
頼

い
た
だ
い
た
方
か
ら
の
ご
回
答
】 

自
分
た
ち
で
は
絶
対
み
つ
け
ら
れ
な

い
部
分
を
き
ち
ん
と
指
摘
し
て
も
ら
い

業
者
に
修
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
何
か
あ
っ
た
ら
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。（
千
葉
県
在
住
の
方
か
ら
） 

↕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

秋
彼
岸
が
終
わ
り
、
一
気
に
秋
が
深
ま

っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
夏
は
、
シ
ロ
ア
リ

被
害
の
調
査
が
例
年
よ
り
多
か
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。 

 

驚
い
た
こ
と
に
七
件
中
六
件
が
シ
ロ

ア
リ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
雨
漏

り
・
漏
水
・
壁
内
結
露
な
ど
に
よ
り
木
部

が
腐
朽
し
、
そ
こ
に
黒
ア
リ
が
営
巣
し
た

も
の
で
し
た
。
羽
ア
リ
も
存
在
す
る
の
で
、

一
見
シ
ロ
ア
リ
被
害
と
勘
違
い
し
が
ち

で
す
が
、
知
識
さ
え
あ
れ
ば
明
ら
か
に
違

い
が
わ
か
り
ま
す
。
工
事
業
者
に
と
っ
て

シ
ロ
ア
リ
被
害
の
発
生
は
、
施
工
ミ
ス
を

カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
き
る
免
罪
符
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 

 

工
事
業
者
や
駆
除
業
者
が
無
責
任
な

判
断
を
し
た
り
、
自
分
の
利
に
な
る
解
釈

を
押
し
付
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
世
間
を

騒
が
す
床
下
リ
フ
ォ
ー
ム
詐
欺
と
何
ら

違
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

建
築
に
か
か
わ
る
技
術
者
に
は
、
悪
質

な
詐
欺
業
者
と
は
一
線
を
画
す
誇
り
を

感
じ
た
い
も
の
で
す
。 

（
Ｍ
・
Ｇ
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